
(別紙様式）

計画期間：令和７年度～令和１１年度

（令和７年度）

計　画　内　容

　　　　　　１．事業実施の基本方針

　　　　　　２．事業計画

　　　　　　３．事業実施の成果目標と実績

　　　　　　４．事業評価と対応

京都府
　※赤字：道府県毎に記載内容が変わるもの。

　※緑字：事業実施計画は事業の実施に合わせ毎年度更新することを想定。

事 業 実 施 計 画

中山間ふるさと・水と土保全対策事業
中山間ふるさと・水と土保全推進事業



１．事業実施の基本方針

２．事業計画　※作成イメージ

→複数年度にわたる予算の確保が効率的であること。また弾力的な事業展開が可能となるような事業計画となっていることが分かる事業内容とする。

ふるさと保全委員会の開催により、保全対策の実施状
況を評価し、その内容を広く府民に対し周知する。

ふる水
第3-2-(3)

棚田
第3-2-(1)

100

ふるさと保全活動をより広く府民にＰＲするために冊
子の配布を行うとともに、ホームページの運営・イベ
ント等でのＰＲ活動を行う。

ふる水
第3-2-(3)

棚田
第3-2-(1)(2)

450

地域の実情に応じ、農業農村における多面的機能の発
揮の一部として、関係施策と連携しながら相乗効果を
図る取組を実施する。

ふる水
第3-2-(2)

棚田
第3-2-(2)

水路や農道などの農業用施設の保全活動や地域特産品
の試作などを通じて、学校（高校・大学）と農村地域
との連携を高める。

①-１

ふる水
第3-2-(3)

棚田
第3-2-(2)

次世代を担う子供達が地域内外の人達と共に、農業・
農村の役割・歴史・文化や里山・水田が育む豊かな生
態系等について体験を通じて学習し、ふるさとの農山
村に誇りと愛着を高める。

①-１

ふる水
第3-2-(3)

棚田
第3-2-(2)

地域の協働活動などコミュニティの一員として参画す
る参加型住民（地域外ファン）を増やすために地域が
実施するフィールドワーク活動などを支援

②

ふる水
第3-2-(3)

棚田
第3-2-(3)

8,000

地域共同活動の省力化を図るために活動の棚卸し・再
編・合理化と近隣集落との連携に向けた話合いをコー
ディネート

①-２

ふる水
第3-2-(3)

棚田
第3-2-(2)

15,000

地域の実情、ニーズや思いを汲みながら、複数集落連
携に向けた合意形成や地域課題解決に向けた取組を伴
走支援

③

ふる水
第3-2-(3)
棚田

第3-2-(2)

10,000

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

　 　 　 　 　

28,660 28,660 28,660 28,660 28,660
　

6,340 6,340 6,340 6,340 6,340
　

1,450

目標年度

現状と課題

計画後の
目指す姿

農山漁村の豊かな自然環境・文化・景観などの地域資源を府民ぐるみで守り育てながら、都市と農山漁村の多様な交流・連携の促進などを通じて相互理解を深め、農村に住
む人と都市に住む人が多くの保全活動に参加し、人と地域の絆の再生を図る。また、急激な人口減少・高齢化が進む中山間地域において、地域での生活に欠かせない共同活
動を継続していくための地域運営体制づくりを推進する。

京都府域の７割を占める中山間地域は食料等の生産をはじめ、国土や環境の保全、地域文化の継承、生物の多様性など多面的機能の発揮を通じて都市の生活を支えている。
現在、人口減少・高齢化が都市に比べて進み、基幹産業である農林水産業等の低迷により、地域の活力・集落機能・地域協働力の低下も懸念されており、中山間地域の振興
を図っていくことが課題である。

令和１１年度

事業実施の
基本方針

地域住民活動の活性化のきっかけとして、地域共同活動の省力化を図るため活動の棚卸し・再編・合理化と近隣集落との連携に向けた話合いをコーディネートする「農村地
域再構築推進事業」や、農村RMO形成を進めるために中間支援組織の育成等を通じた伴走支援対策の構築、地域外住民の継続的な参画の促進により農山漁村の維持活性化を
図る参加型住民づくり事業、次世代を担う子どもたちが地域内外の人たちと共に農地・農業用施設の体験を通じた学習を行う「ふるさと発見隊」等の活動を進める。

事業実施
要綱上の
該当項目

総事業費事業（取組）名 事業（取組）内容

達成すべ
き目標

との関連

単位：千円

５ヶ年間の事業(量)内容

中山間ふるさと・水と土
保全対策事業

（ふる水と土基金）

中山間ふるさと・水と土
保全推進事業
（棚田基金）

計画事業費

（実績額）

（実績額）

計画事業費

京の村づくり推進事
業

農山村の保全活動の周知及び府民の理解度を向上させる。

農地や土地改良施設、棚田等の多面的機能に係る理解の向上と集落協働活動を推進する人材の育成につなげる。

農地や土地改良施設、棚田等の多面的機能に係る理解の向上と集落協働活動を推進する人材の育成につなげる。

地域外住民の継続的な地域の協働活動への参画を目指す。

複数の農村集落の機能を補完する地域運営組織の形成支援により地域住民が支え合うむらづくりを推進する。

地域の共同活動の見直しや近隣集落との連携に向けた話し合いや実行に向けた取組を推進する。

多面的機能の発揮に
資する取組

効果的な事業推進のため、活動計画に対する提言・助言を得る。

農地・農業用施設の良好な保全と技術及び意識の向上を図る。多面的機能支払交付金等の関係施策との連携を展開する。



３．事業実施の成果目標と実績

①-１
継続して地域に
関わる関係人口

440名
（３カ年平

均）

2200名
（５年）

①-２ 実施地区数
３地区
/年

１５地区

４．事業評価と対応

　

②

農山漁村の活性化に資する人
材の育成 ③

農山村の保全と地域の振興

外部有識者の所見 所見を踏まえた改善方針
備考

目標値
年度ごとの実績

令和７年度 令和８年度 令和９年度

6,000名
（５年）

農山村の保全と地域の振興

農山村地域による地域活性化
のための主体的な取組の推進

②

達成すべき目標 指標

　 　

１地区
/年

５地区

継続して地域に
関わる関係人口

 1,200名

①-１

①-２

農山村地域による地域活性化
のための主体的な取組の推進

③
農山漁村の活性化に資する人

材の育成
支援地区数

達成度

　

達成すべき目標
事業実績の評価

基準値
令和１０年度 令和１１年度


